
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

保

安

林

の

指

定

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

農

用

地

利

用

配

分

計

画

の

認

可

の

申

請

農

村

振

興

課

○

所

在

地

不

明

の

建

設

業

者

監

理

課

○

公

共

測

量

の

実

施

〃

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

広

島

・

岡

山

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

催

会

○

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

〃

委

員

会

の

開

催

○

岡

山

・

香

川

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

〃

催 岡

山

県

公

報

平成２７年２月３日 第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

池

田

悦

子

心
臓

津
山
中
央
病
院

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

塩

田

知

巳

肢
体
不
自
由
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

高
梁
中
央
病
院

高
梁
市
南
町
五
三

溝

口

博

喜

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
小
腸

菅
病
院

井
原
市
井
原
町
一
二
四

佐

能

昭

肢
体
不
自
由
、
聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

赤
磐
医
師
会
病
院

赤
磐
市
下
市
一
八
七

一

－

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

菅

嘉

彦

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
小
腸

菅
病
院

井
原
市
井
原
町
一
二
四

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

美
湯
の
里
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
川
西
二
四
四

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｊ

Ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ

－

２

所
在
地

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
川
西
二
四
四

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
五
〇
〇
四
五
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
小
寺
字
西
ノ
奥
一
五
五
二
の
一
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
一
三
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
六
・
五

高
梁
市
巨
瀬
町
字
谷
一
三
九
番
一
地
先
か
ら

一
四
・
〇
～

高
梁
市
巨
瀬
町
字
下
山
一
五
二
番
一
地
先
ま
で

三
八
・
〇

新

二
〇
六
・
五

高
梁
市
巨
瀬
町
字
谷
一
三
九
番
一
地
先
か
ら

一
四
・
〇
～

高
梁
市
巨
瀬
町
字
下
山
一
五
二
番
一
地
先
ま
で

三
〇
・
五

旧

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

新
見
多
里
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
神
郷
釜
村
字
三
ケ
市
一
七
〇
五
番
五
地

新

一
一
一
二
・
五

先
か
ら

一
〇
・
〇
～

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



新
見
市
神
郷
釜
村
字
ホ
ソ
ダ
谷
一
二
九
八
番
一

三
〇
・
〇

地
先
ま
で

新
見
市
神
郷
釜
村
字
三
ケ
市
一
七
〇
五
番
五
地

旧

一
一
一
二
・
五

先
か
ら

三
・
六
～

新
見
市
神
郷
釜
村
字
ホ
ソ
ダ
谷
一
二
九
八
番
一

一
六
・
〇

地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

布
賀
油
木
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
於
ケ
迫
六
八
五
六
番
一

新

三
一
一
・
五

地
先
か
ら

九
・
〇
～

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
向
畑
六
八
八
〇
番
一
地

四
四
・
〇

先
ま
で

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
於
ケ
迫
六
八
五
六
番
一

旧

三
一
一
・
五

地
先
か
ら

五
・
〇
～

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
向
畑
六
八
八
〇
番
一
地

二
三
・
〇

先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

上
大
竹
高
山
線

三

道
路
の
区
域

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
三
番
三

新

七
五
・
〇

地
先
か
ら

五
・
五
～

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
九
番
一

二
四
・
〇

地
先
ま
で

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
三
番
三

旧

七
五
・
〇

地
先
か
ら

五
・
五
～

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
九
番
一

一
六
・
〇

地
先
ま
で

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

三
一
三
号

高
梁
市
巨
瀬
町
字
谷
一
三
九
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
七

道

高
梁
市
巨
瀬
町
字
下
山
一
五
二
番
一
地
先
ま
で

年
二
月
三
日

県
道

新
見
多
里
線

新
見
市
神
郷
釜
村
字
三
ケ
市
一
七
〇
五
番
五
地
先
か

ら新
見
市
神
郷
釜
村
字
ホ
ソ
ダ
谷
一
二
九
八
番
一
地
先

ま
で

布
賀
油
木
線

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
於
ケ
迫
六
八
五
六
番
一
地
先

か
ら

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
向
畑
六
八
八
〇
番
一
地
先
ま

で

上
大
竹
高
山

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
三
番
三
地
先

線

か
ら

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
字
シ
ヤ
ヲ
六
六
九
番
一
地
先

ま
で

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

玉
島
八
島
島
地
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
倉
敷
市
大
字
玉
島
八
島
字
神
道
山
五
七
二
番
一

一
号
、
二
号
、
十
五
号
及
び

十
六
号

〃

〃

〃

〃

五
六
九
番

三
号

〃

〃

〃

〃

五
六
五
番

四
号
及
び
五
号

〃

〃

〃

〃

五
六
〇
番

六
号
及
び
七
号

〃

〃

〃

字
向
山
下
五
五
九
番

八
号
か
ら
十
号
ま
で

〃

〃

〃

字
山
手
屋
五
九
〇
番
一

十
一
号

〃

〃

〃

〃

五
八
七
番
一

十
二
号

〃

〃

〃

〃

五
八
一
番

十
三
号

〃

〃

〃

〃

五
七
一
番

十
四
号

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



〔
三
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
か
や
ま
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
虹

三

代
表
者
の
氏
名

西
井

保
行

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
大
井
南
一
七
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
へ
向
け
た
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
に
よ
り
、
日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
界
の
技
術
向
上
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
体
を
動
か
す
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
で
市
民
の
健
康
の
維
持

及
び
向
上
に
努
め
、
な
お
か
つ
、
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
世
代
を
超
え
て
ふ
れ
合
う
こ
と
で
子
ど
も
た
ち

の
精
神
的
な
成
長
及
び
豊
か
な
高
齢
化
社
会
の
創
造
を
促
し
、
さ
ら
に
、
性
別
を
問
わ
な
い
ス
ポ
ー

ツ
の
プ
レ
ー
の
場
、
指
導
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
男
女
共
同
参
画
社
会
へ
の
意
識

を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
九
〕
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を

こ
の
公
告
に
係
る
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画

に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

秋
山

佳
範

岡
山
市
北
区
玉
柏
一
〇
〇
〇

岡
山
市
北
区
玉
柏
字
堤
外
六
〇
三

一
他
二
三

－

二

筆

－

小
橋

久
宣

岡
山
市
北
区
平
野
二
八

岡
山
市
北
区
平
野
字
井
手
後
七
一

一
他
一
筆

－

水
田

純

岡
山
市
中
区
四
御
神
一
四
八

岡
山
市
中
区
国
府
市
場
字
土
井
七
六
六

一
他

－

八
パ
ス
ト
ラ
ー
レ
Ｃ
一
〇

三
筆

－

二

株
式
会
社
ス
ミ

岡
山
市
東
区
松
新
町
七
八

岡
山
市
東
区
浅
越
一
四
七
他
一
筆

ス
商
会

株
式
会
社
岡
本

岡
山
市
南
区
藤
田
二
四
五
七

岡
山
市
南
区
藤
田
字
錦
二
二
六
八

農
産

八

－

佐
々
木
孝
浩

岡
山
市
南
区
藤
田
二
五
八
九

岡
山
市
南
区
藤
田
字
錦
二
四
〇
三
他
三
筆

株
式
会
社
こ
ば

岡
山
市
南
区
西
七
区
一
九
六

岡
山
市
南
区
片
岡
字
大
野
新
開
一

七
他
八
筆

－

や
し
農
園

－

イ
ー
ジ
ー
株
式

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
二

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
大
木
字
柳
井
田
八
五
八

会
社

〇
七
五

三

一
他
一
一
筆

－

－

難
波

清
隆

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
四

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
字
谷
口
三
八
一
五
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三
七
六

七

一
他
六
筆

－

－

有
限
会
社
吉
備

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
六

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
字
堂
免
二
一
七
八

高
原
フ
ァ
ー
ム

四
二

二
七

農
事
組
合
法
人

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
二

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
字
才
ノ
谷
二
四
三
一

大
明
神
組
合

六
九
三

一
他
七
筆

－

松
田

淳
次

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
字
ス
ケ
モ
リ
一
七
二

一
五
九

三
他
二
筆

有
限
会
社
ダ
イ

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
黒
土
八

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
黒
土
字
光
岩
一
八
四
一
他

ナ
ミ
ッ
ク

六
九

五

二
筆

－

森
尾

昭
二

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
二

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
字
正
田
二
八
他
二
筆

〇
八
〇

二

－

赤
木

邦
彦

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
西

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
円
城
字
下
谷
三
八
七

一

－

一
〇
六
六

他
九
筆

小
林

豊

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
西

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
東
字
土
井
一
九
三
他

五
一
三

五

三
筆

－

谷
村

剛
嗣

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
字
カ
ナ
ゴ
四
一
五
六

六
二
二

三

－

横
田

憲
司

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
字
松
尾
田
一
七
六
二

七
九
一

四
他
二
筆

－

横
田

敏
夫

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
字
鍋
土
一
五
六
七
他

九
一
五

二
筆

山
下

國
弘

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
竹
字
平
岩
七
二
四

二

－

八
三
二

他
三
筆

株
式
会
社
石
井

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
湯
山
二

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
湯
山
字
堂
ノ
奥
二
五
八
六

農
園

九
六
四

二

二
他
七
三
筆

－
－

農
事
組
合
法
人

小
田
郡
矢
掛
町
中
五
〇
〇

小
田
郡
矢
掛
町
中
字
山
崎
一
七
二
三

一
他
二

－

中
営
農
組
合

筆
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農
事
組
合
法
人

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
一
七

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
字
敷
田
二
八
一
六

一

－
矢
掛
ス
マ
ー
ト

八
三

一

他
五
筆

－

ア
グ
リ

農
事
組
合
法
人

勝
田
郡
奈
義
町
久
常
三
八

勝
田
郡
奈
義
町
柿
字
柳
ケ
坪
五
二
七

－

久
常
営
農
組
合

一

株
式
会
社
ラ
イ

勝
田
郡
奈
義
町
柿
三
九
九

勝
田
郡
奈
義
町
成
松
字
花
ケ
市
一
五
二

一
他

－

ス
ク
ロ
ッ
プ
長

四
筆

尾森
淵

竜
二

勝
田
郡
奈
義
町
高
円
一
七
七

勝
田
郡
奈
義
町
関
本
字
本
田
一
五
三
四

一
他

－

五

一
筆

森
淵

誠

勝
田
郡
奈
義
町
小
坂
三
二
三

勝
田
郡
奈
義
町
小
坂
字
向
畑
二
六
七

一
他
六

－

筆

岡
部

正
則

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
二
一

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
下
原
田
六
二
三

六

－

〇

一

他
四
筆

－

農
事
組
合
法
人

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
一
一

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
堂
ノ
前
五
〇
五
他
一

中
島
西
営
農
組

六
三

三
筆

合安
藤

正
樹

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
九
八

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西
字
竹
ケ
坪
五
四
七

二

－

四

一

－

池
原

勝
彦

久
米
郡
美
咲
町
東
垪
和
三
〇

真
庭
市
吉
字
池
尻
三
五
九
〇

二
他
一
筆

－

六

赤
石

真
之

真
庭
市
中
島
二
七
八

真
庭
市
大
庭
字
大
坪
七
六
八

一
他
二
筆

－

庄
司

俊
之

真
庭
市
多
田
七
二

四

真
庭
市
大
庭
字
大
坪
七
九
七

一
他
三
筆

－
－

柴
田

恒
男

真
庭
市
赤
野
七
〇
七

真
庭
市
中
河
内
字
御
神
ケ
市
二
九
五
〇
他
二
筆

馬
場
壽
惠
男

真
庭
市
三
崎
五
一

真
庭
市
三
崎
字
中
河
原
五
〇
八

一
他
三
筆

－

山
岡

伸
行

真
庭
市
蒜
山
別
所
六
七
四

真
庭
市
蒜
山
別
所
字
大
乢
六
九
他
五
筆

－
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一

農
事
組
合
法
人

真
庭
市
上
水
田
二
九
一
二

真
庭
市
上
水
田
字
南
ケ
市
二
五
〇
五

一
他
二

－

ひ
ら
田
営
農

筆

山
崎

泰
則

真
庭
市
上
水
田
五
四
六
一

真
庭
市
上
水
田
字
又
丸
三
七
三
五
他
三
筆

農
事
組
合
法
人

真
庭
市
下
呰
部
一
九
一
三

真
庭
市
下
呰
部
字
石
橋
一
五
九
〇

上
合
地

株
式
会
社
フ
ァ

苫
田
郡
鏡
野
町
富
西
谷
一
二

苫
田
郡
鏡
野
町
富
西
谷
字
白
カ
五
七
〇

三
他

－

ー
ム
登
美

五

一

二
筆

－

井
上

龍
一

苫
田
郡
鏡
野
町
下
原
一
〇
七

苫
田
郡
鏡
野
町
下
原
字
東
田
一
四
一
〇

一
他

－

二

三
筆

－

農
事
組
合
法
人

苫
田
郡
鏡
野
町
長
藤
一
七
二

苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
川
西
字
土
路
江
九
一
八

長
藤
農
場

四
他
二
筆

越
尾

光
雄

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
一
一
六

久
米
郡
美
咲
町
原
田
字
竹
成
一
〇
四
四
他
二
筆

一

梶
谷

玉
廣

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
二
八

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
上
字
菰
池
七

一
他
七
筆

－

五

筈
尾

征
司

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
八
二
六

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
字
神
尾
八
〇
七

一

－

筈
尾

芳
郎

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
一
一
一

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
字
京
伝
一
一
二
四

一
他

－

一

四

一
筆

－

桑
元

英
昭

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
七
八
八

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
字
鶴
ケ
坪
三
四
九
六

七

－

草
苅

良
明

久
米
郡
美
咲
町
百
々
九
二

久
米
郡
美
咲
町
百
々
字
荒
堀
三
三
二

二

－
－

一

草
地

勝
憲

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
一
〇

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
西
河
内
一
五
六
〇
他

二

一
筆
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松
原

一
好

久
米
郡
美
咲
町
小
山
一
二
四

久
米
郡
美
咲
町
小
山
字
前
一
〇
一
六

一
他
四

－

一

筆

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
及
び
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
業
振
興
課

四

申
請
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
二
日
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〔
四
〇
〕
次
の
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
な
お
、
こ
の
公

告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
そ
の
所
在
地
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ペ
イ
ン
ト
ビ
ル
ヅ
・
イ
シ
イ

二

代
表
者
の
氏
名

石
居

祐
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

高
梁
市
横
町
一
五
四
九

四

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
二
）
第
一
八
八
九
〇
号

－

五

許
可
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
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〔
四
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
玉
野
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。平

成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

玉
野
市
宇
野

胸
上

公
共
測
量
（
地
図
作
成
業
務
）

平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日
か
ら

、

、

梶
岡
、
西
田
井
地
、

同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

東
田
井
地
地
区
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◎
岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
十
四
回

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日
（
木
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
十
五
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日
（
木
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号



◎
広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
六
十
回
広

島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
七
年
二
月
十
日
（
火
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

笠
岡
市
五
番
町
六
番
二
〇
号

笠
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
五
）
六
三

〇
一
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

緩
衝
海
域
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て

平成２７年２月３日　岡山県公報　第１１６５７号


